
太田市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

令和７年７月８日 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第８６号 

 

太田市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則 

 太田市役所連絡所設置規則（平成１７年太田市規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条中第１３号を第１４号とし、第２号から第１２号までを１号

ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ マイナンバーカードに係る券面記載事項、暗証番号及び電子証

明書の手続きに関すること。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


